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第１号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構定款 新旧対照表（案）

新 旧 改正理由等

地方独立行政法人神奈川県立病院機構定款

（略）

附 則

この定款は、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）

第８条第２項の規定による総務大臣の認可の日から施行する。

別表第１（略）

別表第２（第 21 条関係）

資産

の

種別

病院名 財産の名称 所在地 床面積

(平方メ

ートル)

建物 足 柄 上

病院

（略）

２号館

（令和７年

10 月除却）

足柄上郡松田

町松田惣領 866

番 1

3,189.44

医療ガス機

械室

（令和７年

10 月除却）

足柄上郡松田

町松田惣領 866

番 1

27.30

コンプレッサ

ー室

（令和７年

足柄上郡松田

町松田惣領 866

番 1

21.00

地方独立行政法人神奈川県立病院機構定款

（略）

別表第１（略）

別表第２（第 21 条関係）

資産

の

種別

病院名 財産の名称 所在地 床面積

(平方メ

ートル)

建物 足 柄 上

病院

（略）

２号館 足柄上郡松田

町松田惣領 866

番 1

3,189.44

医療ガス機

械室

足柄上郡松田

町松田惣領 866

番 1

27.30

コンプレッサ

ー室

足柄上郡松田

町松田惣領 866

番 1

21.00

○足柄上病院の

２号館等の除却

工事が完了した

ことに伴い、地方

独立行政法人神

奈川県立病院機

構が県から承継

した資産の状態

に変更が生じた

ため、定款を変更

する。
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第１号議案

新 旧 改正理由等

10 月除却）

空調機械室

（令和７年

10 月除却）

足柄上郡松田

町松田惣領 866

番 1

37.10

電気室

（令和７年

10 月除却）

足柄上郡松田

町松田惣領 866

番 1

39.75

薬液室

（令和７年

10 月除却）

足柄上郡松田

町松田惣領 866

番 1

4.37

（略）

空調機械室 足柄上郡松田

町松田惣領 866

番 1

37.10

電気室 足柄上郡松田

町松田惣領 866

番 1

39.75

薬液室 足柄上郡松田

町松田惣領 866

番 1

4.37

（略）


